
議案第６２号  

 

　　　指定管理者の指定について  

 

　次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。  

 

１　管理を行わせる施設の名称及び所在地  

　   名　称　　阪南市地域交流館　  

所在地　　阪南市尾崎町一丁目１８番１５号  

２　指定管理者となる団体の名称及び所在地  

名　称　　社会福祉法人阪南市社会福祉協議会  

代表者　　会長　築野　由照  

所在地　　阪南市尾崎町一丁目１８番１５号  

３　指定の期間  

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

 

 

令和７年１２月２日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠　　  

 

 

提案理由  

　阪南市地域交流館の管理を指定管理者に行わせるための措置  
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社会福祉法人阪南市社会福祉協議会の概要  
 
 
１　組織  
　　団体名　社会福祉法人阪南市社会福祉協議会  
　　所在地　阪南市尾崎町一丁目１８番１５号  
　　設　立　昭和５６年７月１５日  
 
２　組織目的  
　　阪南市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業

の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の

推進を図ることを目的とする。  
 
３　事業内容  

(1)　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  
(2)　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  
(3)　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、
調整及び助成  

(4)　 (1)から (3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を
図るために必要な事業  

(5)　保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡  
(6)　共同募金事業への協力  
(7)　福祉総合相談事業  
(8)　善意銀行に関する事業  
(9)　ボランティア活動の振興に関する事業  
(10)　福祉サービス利用援助事業  
(11)　生活福祉資金貸付事業  
(12)　介護予防事業受託運営  
(13)　阪南市地域交流センター「ふれ愛ホーム」の設置経営  
(14)　コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業の受託  
(15)　阪南市地域包括支援センター事業受託経営  
(16)　介護予防支援事業の経営  
(17)　生活支援体制整備事業の受託  
(18)　自立相談支援事業  
(19)　その他この法人の目的達成のため必要な事業  

 
４　経営の原則  

社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的

かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その

提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図

るものとする。  
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